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   磐田市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正す    

る条例 

 磐田市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年磐田市条例第１

３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「夜間勤務手当及び期末手当」を「夜間勤務手当、期末手当及び

勤勉手当」に、「報酬及び期末手当」を「報酬、期末手当及び勤勉手当」に

改める。 

 第４条中「夜間勤務手当及び期末手当」を「夜間勤務手当、期末手当及び

勤勉手当」に、「期末手当については」を「期末手当及び勤勉手当について

は」に改める。 

 第６条第２項中「期末手当」を「期末手当及び勤勉手当」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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磐田市会計年度任用職員の給与等に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（会計年度任用職員の給与の種類） （会計年度任用職員の給与の種類） 

第２条 法第22条の２第１項第２号により採用された会計年度任用職員（以

下「フルタイム会計年度任用職員」という。）にあっては、給料、地域手

当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当及び期末手当＿＿＿＿＿を支給し、同項第１号によって

採用された会計年度任用職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」と

いう。）にあっては、報酬及び期末手当＿＿＿＿＿を支給する。 

 

第２条 法第22条の２第１項第２号により採用された会計年度任用職員（以

下「フルタイム会計年度任用職員」という。）にあっては、給料、地域手

当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給し、同項第１号によって

採用された会計年度任用職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」と

いう。）にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。 

 

（フルタイム会計年度任用職員の手当） （フルタイム会計年度任用職員の手当） 

第４条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手

当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末

手当＿＿＿＿＿は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、期末

手当については＿＿＿＿＿＿、任期が６月未満の者その他規則で定める者

にあっては支給しない。 

 

第４条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手

当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手

当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、期末

手当及び勤勉手当については、任期が６月未満の者その他規則で定める者

にあっては支給しない。 

 

（パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬） （パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当＿＿＿＿＿＿は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただ

し、任期が６月未満の者その他規則で定める者にあっては支給しない。 

 

２ 期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただ

し、任期が６月未満の者その他規則で定める者にあっては支給しない。 

 

 


